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●著しく損傷し、又は老朽化したもの
●倒壊し、もしくは落下し、又はそのおそれがあるもの

一切表示・設置ができない広告物があります。

　次のような広告物は、県内のどの地域でも、どのような場合でも、誰が表示したものであっても、例
外なく表示・設置が禁止されます。これに違反した場合には、措置命令の対象となり、この命令に違反
した場合には、罰則（50万円以下の罰金）の対象となります。

１ 禁止広告物【条例第３条】
県内全域、どのような場合でも一切表示・設置することができない広告物です。



４

送電塔

道路標識

消火栓

道路上のさく

水道タンク

電話ボックス

郵便ポスト

橋梁

街路樹

記念碑

●橋梁、トンネル、高架構造物、分離帯及び擁壁
●街路樹及び路傍樹
●信号機、道路標識、道路元標、里程標並びに道路上のさく及び駒止
●消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
●郵便ポスト及び電話ボックス
●路上変電塔、送電塔、送受信塔及び照明塔
●煙突並びにガスタンク、水道タンク及び石油タンク
●銅像、神仏像及び記念碑　など

広告物を表示・設置できない物件があります。

　次のような物件には、県内のどの地域でも、原則として広告物の表示・設置ができません。
これに違反した場合には、措置命令、罰則（30万円以下の罰金）の対象となります。

２ 禁止物件【条例第５条】
地域に関係なく、原則として広告物を表示・設置できない物件です。


